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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一
～
四

（
略
）

五

両
立
支
援
等
助
成
金
制
度
の
改
正

介
護
支
援
取
組
助
成
金
を
廃
止
す
る
こ
と
。

(一)

介
護
離
職
防
止
支
援
助
成
金
を
創
設
し
、
次
の
と
お
り
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(二)

仕
事
と
介
護
と
の
両
立
の
推
進
に
資
す
る
職
場
環
境
整
備
に
関
す
る
取
組
を
行
い
、
そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
に
つ

い
て
、
介
護
支
援
計
画
（
介
護
休
業
を
す
る
被
保
険
者
の
介
護
休
業
の
開
始
前
に
、
事
業
所
に
お
い
て
作
成
さ
れ
る
当

該
被
保
険
者
に
係
る
介
護
休
業
を
取
得
す
る
こ
と
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
措
置
及
び
当
該
被
保
険
者
の
介
護
休
業
の
終

了
後
に
当
該
被
保
険
者
が
事
業
所
に
お
い
て
再
び
就
業
す
る
こ
と
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
措
置
を
定
め
た
計
画
又
は
仕

事
と
介
護
の
両
立
に
資
す
る
勤
務
制
度
を
利
用
す
る
被
保
険
者
の
仕
事
と
介
護
の
両
立
に
資
す
る
勤
務
制
度
の
利
用
の

開
始
前
に
、
事
業
所
に
お
い
て
作
成
さ
れ
る
当
該
被
保
険
者
に
係
る
仕
事
と
介
護
の
両
立
に
資
す
る
勤
務
制
度
を
利
用
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す
る
こ
と
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
措
置
を
定
め
た
計
画
を
い
う
。
）
を
作
成
し
、
か
つ
、
当
該
介
護
支
援
計
画
に
基
づ

く
措
置
を
講
じ
た
事
業
主
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
額
を
支
給
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

イ

そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
が
、
介
護
休
業
を
一
箇
月
以
上
又
は
合
計
三
十
日
以
上
取
得
し
復
帰
し
た
事
業
主

四

十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
、
六
十
万
円
）

ロ

そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
が
、
仕
事
と
介
護
の
両
立
に
資
す
る
勤
務
制
度
を
三
箇
月
以
上
又
は
合
計
九
十
日
以
上

利
用
し
た
事
業
主

二
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
、
三
十
万
円
）

六
～
九

（
略
）

第
二

そ
の
他

一

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
四
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
十
四

日
か
ら
、
七
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
適
用
す
る
。

二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
。

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。


